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第 1章 総論 

1.1 業務をとりまく背景および目的 

1.1.1 背景 

新居・内山地区では、平成 24 年度に「辺地共聴施設整備事業」により設置されたギ

ャップフィラー装置が、一部の難視聴地域のテレビ受信環境を支えてきた。しかし、当

該装置はすでに耐用年数（10 年）を超えており、更新が必要な状況である。一方、近

年の通信インフラの進展により、設置当時はサービス提供エリアに含まれていなかっ

た光回線やCATV など代替的な受信手段も現実的選択肢として浮上しており、難視

聴地域住民の受信環境の実態を正確に把握することが喫緊の課題となっている。 

1.1.2 目的 

本業務は、地上デジタル放送の視聴手段に関する現状把握と、光回線や CATV 等

の代替手段への移行可能性に関する情報を収集し、今後の難視聴地域の受信環境

の在り方や制度設計、予算措置のための基礎資料を得ることを目的とする。 

1.1.3 本業務に関する課題 

 設置機器の老朽化による更新費用負担の増大 

 光回線等の普及に伴う受信手段の多様化 

 支援対象となる世帯の正確な把握の困難さ 

 行政による目視等での現地調査の難易度 



 周知・理解のための協力体制確保の課題 

 

第 2章 発注者の現行業務・体制および本業務の目標 

2.1 発注者の現行業務の状況・体制・課題 

2.1.1 業務の手順 

これまで新居・内山地区におけるテレビ受信環境の維持は、ギャップフィラー装置に

よる対応を基盤としており、技術的な維持管理は外部事業者により実施されてきた。

住民の受信状況に関する把握は、苦情・相談対応を通じて個別に行われており、全

体的な実態を組織的に把握する手法は確立されていない。 

今般、装置の老朽化および光回線整備の進展により、代替手段への切替も視野に入

れた現地調査が必要である。切替等を検討する際には難視聴地域住民との調整を

含む新たな実施体制が求められている。 

2.1.2 業務の規模 

対象とするのは、新居・内山地区の計 143 世帯である。なお、この世帯数はギャップ

フィラー装置設置当初の世帯数であり、対象世帯数は確定ではない。調査の補助とし

て対象世帯の抽出には発注側で利用中のGIS から出力したデータにより確定する。

対象地域には未接道区域も含まれ、地理的な特性により戸別訪問や屋根上調査な

どの対応が必要となるケースも想定される。 

2.2 本業務で達成すべき目標 

 各世帯アンテナ調査によるギャップフィラー装置の利用実態の把握 

 切替検討の制度設計に資する対象世帯の特定 

 地域住民への説明・合意形成に向けた基礎情報の整備 

 

第 3章 本業務の概要 



3.1 受託者の選定方法 

本業務の受託者は、公募型プロポーザル方式により選定する。技術提案および見積

価格を総合的に評価し、最も有効かつ実現可能な提案を行った者を選定する。 

3.2 本業務に関連する契約 

3.2.1 前工程・後工程との関係 

本業務は、将来的な装置撤去・光回線や CATV 等への切替支援といった後続業務

の設計・実施に向けた基礎調査として位置づけられる。調査結果に基づき、視聴方法

切替検討や予算措置等の実務判断が行われる。 

3.2.2 関連システムや他事業との接続・連携等 

本業務は情報システムとの直接的な接続はないが、調査において難視聴地域の居

住実態を把握する必要があるため、GIS による分布可視化や既存の住民台帳情報と

の照合等を通じ、庁内で保有する地理・世帯データとの連携が想定される。 

3.3 責任分界点 

調査設計、現地調査、分析および成果物作成等の実施責任は受託者が負う。一方、

自治会連絡や住民向け説明等、地域調整に関する基本的枠組みは発注者が整備す

る。また、必要なデータ提供や調査協力依頼文書の発出も発注者の責任範囲とす

る。 

3.4 前提条件および制約条件 

3.4.1 業務実施上の前提条件 

対象地域の世帯情報、自治会組織図、過去の設置場所等の基礎データは、発注者

が可能な範囲で提供する。また、庁内ネットワークへのアクセスを伴う作業は行わな

いことを前提とする。 

3.4.2 技術的・運用的な制約 

調査で想定される屋根上調査やアンテナ確認には高所作業の安全管理措置が必須

である。 



3.5 スケジュールとマイルストン 

本業務は、契約を 10 月中旬に締結、11 月に調査、最終報告は 2025 年 12 月末まで

に提出するものとする。 

 

第 4章 詳細要件 

4.1 機能要件 

4.1.1 必須要件 

 調査対象の抽出において、GIS で出力された対象世帯情報を基に訪問調査

の対象リストを作成すること。なお、リストは本業務契約後、速やかに提供す

る。 

 対象世帯ごとに以下の情報を取得・記録すること。 

 - ギャップフィラー経由での受信状況（アンテナ向き・配線有無等） 

 - ギャップフィラーを経由しない受信可能性（直接受信・光回線・CATV 等） 

 新築物件や市が居住実態を把握していない建築物も調査対象に含めること。 

4.1.2 提案事項 

 4.1.1 必須要件以外に、2.2 本業務で達成すべき目標に資する、調査方法や効

率化手法に関する工夫があれば提案を求める。 

4.2 非機能要件 

4.2.1 必須要件 

 屋外・高所での作業について、安全性確保の措置を講じること。 

 作業時に腕章を着用する等、住民への安心感を高める措置を講じること。な

お、腕章は市から貸与する。 

4.2.2 提案事項 

 4.2.1 必須要件以外に、現地調査における住民の不安を解消する工夫があれ

ば提案を求める。 



4.3 その他要件 

4.3.1 必須要件 

 GIS から出力された座標情報との整合を保った集計表・分布図を作成すること 

 調査結果に基づく属性別・地域別の統計集計を行うこと 

4.3.2 提案事項 

 PDF 形式の地図やレポートに加え、Excel や GeoJSON 形式等での成果物提

供が可能な場合は提案を求める。 

 将来的な補助制度設計への活用を見据えた可視化項目の追加が可能な場

合は提案を求める。 

 その他 4.3.1 必須要件以外の工夫があれば提案を求める。 

 

第 5章 作業における詳細要件 

5.1 調査設計フェーズ 

5.1.1 必須要件 

 GIS で出力された対象リストに基づき、訪問調査用台帳・調査票様式（紙また

は電子）の雛形を作成すること 

 成果物の構成を、切替検討の制度設計に資する対象世帯ごとの設備状況の

把握に適したものとすること 

 訪問順序や調査ルートを策定すること 

5.2 周知・説明支援フェーズ 

5.2.1 必須要件 

 調査協力を得るため、自治会・地域住民向けの説明資料案（回覧文書・リーフ

レット等）を作成すること 

 発注者と連携し、事前説明会や情報提供の場を設定すること 

5.3 現地調査フェーズ 



5.3.1 必須要件 

 対象世帯への訪問を行い、必要に応じて屋根上調査を実施すること 

 不在世帯に対しては再訪し、最低 2回の調査を行うこと 

 世帯ごとに調査記録を残し、整理・保管すること 

5.4 集計分析フェーズ 

5.4.1 必須要件 

 回収された調査結果を集計・分析し、ギャップフィラー受信世帯の比率、受信

形態の分布等を明らかにすること 

 CATV・光回線等、ギャップフィラー装置以外の利用可能性を比較分析するこ

と 

 地図上に受信状況・視聴手段別の分布を可視化すること 

 

第 6章 業務遂行に関する要件 

6.1 プロジェクト管理 

6.1.1 必須要件 

 受託者は、業務の進捗状況を適切に把握し、発注者と共有するプロジェクト管

理体制を整備すること 

 作業計画書、進捗報告書、課題管理簿等を作成し、業務の各段階に応じて更

新・報告を行うこと 

6.1.2 提案事項 

 同種の調査実績を有するプロジェクトマネージャーが管理する場合は、その知

見に基づいた提案を求める。 

6.2 体制及び要員 

6.2.1 必須要件 



 業務遂行に必要な人員を配置し、体制図と役割分担を明示すること 

 プロジェクトマネージャーは、現場対応および意思決定権限を持つこと 

 

第 7章 その他 

7.1 業務の再委託 

受託者は、本業務の全部または一部を再委託してはならない。ただし、発注者が書

面により承諾した場合はこの限りでない。 

7.2 知的財産権の帰属等 

本業務により新たに創出された成果物の著作権その他一切の知的財産権は、原則

として発注者に帰属するものとする。 

 

 


